
№ 委員意見 事務局の考え方（対応）
関連条項等
（修正後）

備考

1 「環境の整備」と単に書かれても、分か
りにくいかもしれない。法律上は例示が
あるので、それを入れていただいてもい
いと思う。設備を整えたり、研修をした
りということが書いてある。

意見を踏まえ修正する。 第６条第２項

2 例えば「差別解消支援センター」という
もの作って、それを略して「センター」
というなら分かるが、ただ「センター」
では分かりにくい。いっそ「差別解消支
援センター」みたいな名前をつけたらど
うか。虐待防止法だと虐待防止支援セン
ターのようなもの（障害者権利擁護セン
ター）があるので、直ちに特別に予算と
かはなくても、名前を作ってよいのでは
ないか。

3 「基幹相談支援センター」とか、「セン
ター」という名前がいっぱいあって分か
りづらいので、「差別解消センター」と
か「権利擁護センター」という名前が
あった方がよい。

4 第10条第１項の「県内の障害を理由とす
る差別に関する相談」で「県内の」の位
置について、「県内の」は「差別」に繋
がると読んだが、おそらく「県内の機
関」ということかと思うので、「差別に
関する相談に応ずる県内の機関」とする
べきではないか。

「障害を理由とする差別に関する相談に
応ずる機関」を「相談機関」と定義規定
するとともに、「県内の」を「県内にお
ける」と改める。
→現案では「障害を理由とする差別に関
する相談」を「差別相談」とし（第９条
で定義）、「県内における差別相談に応
ずる機関（以下「相談機関」とい
う。）」としている。

第10条第１項

5 相談機関を「周知させなければならな
い」の言い方は、主語が県なので「周知
するものとする」という表現でいいので
はないか。義務付けのような表現になっ
ているので、検討をお願いしたい。

意見を踏まえ修正する。 第10条第１項

6 第10条第１項で「相談支援」を「前条第
１項及び第２項に係る事務」としている
か、第１項は不要ではないか。

意見を踏まえ修正する。 第10条第１項

7 地域相談員は市町村の方で、県から委託
という形をとらないのであれば、この条
文自体がいらない気もしたが、条文とし
て書くようであれば、この地域相談員が
市町村の方だということが分かる形で書
いたらいかがか。

意見を踏まえ、市町村からの委託等によ
る相談員である旨を追記する。

第11条

8 相談支援体制（地域相談員）について、
身体障害、知的障害、それからその他と
いうことで、精神障害者の家族は相談す
るところがない。これだと最後まで取り
残されている感じがするので、何かもう
少し表現がないか。

意見を踏まえ、精神障害者に関する相談
員を想定した規定に改める。

第11条第３号

9 会社に入る前も、入った後でも、よりよ
い就労支援をしていただけるとよいと思
う。聞いた話だが、そういうことがうま
くいかなくて、悩んでる方がいるという
ことなので、細かく対応してほしい。

条例に基づき、合理的配慮の具体例を示
すなどの啓発活動に努めていく。

第18条

意見を踏まえ、「障害者権利擁護セン
ター」と一体的に相談支援等を行うこと
とし、名称もそのように規定する。
また、ワンストップの相談窓口として、
他の相談機関と連携して、相談支援を
行っていくこととしたい。

第10条第２項
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10 県の相談窓口が具体的にどこになるの
か、この体制図だと、相談がすべて市町
村の相談窓口に行くイメージなので、せ
めてこの図で、当然県も相談を受けると
いうことが分かるようにしたらいかが
か。

意見を踏まえ修正する。 相談支援体制図

11 広域専門相談員が県の３センターの上に
あるのは分かりづらい。もっと地域相談
員に近い方であってほしいので、３セン
ターよりも下にあった方がいよいと思
う。すぐ対応できる位置に広域専門相談
員がいてほしい。

広域専門相談員を何人の方に依頼できる
かとも関係するが、まず県のセンターで
専門的部分について相談を受け、そこで
対応が難しい部分について、より専門の
広域専門相談員の意見をいただきたいと
考えており、より地域寄りにというより
は、より専門寄りにということで（図
の）上の方に置いている。広域専門相談
員を県内各地域に配置することは想定し
ていない。

相談支援体制図

12 実際、障害者若しくは家族の方が相談す
る際に、どこにいくか。また、相談の矢
印が、市町村の相談窓口となっている
が、実際に障害者個々人は、意外と相談
員の個人的なサポートの下に相談に入る
ことが多いように、臨床の現場で感じて
いる。体制図を少し整理することが必要
と感じた。

意見を踏まえて修正する。 相談支援体制図

13 「センター」が３つあるので、条例の
「センター」はこのことを言ってるのか
と思っていたし、広域専門相談員も後方
支援しかしないと思ったので、もう
ちょっと分かりやすい図にしていただき
たい。

意見を踏まえて修正する。 相談支援体制図

14 相談の窓口がありすぎて、結局たらい回
しになるような感じなので、まず最初の
窓口を決めた方が分かりやすい感じがす
る。距離が遠くなると、なかなか相談に
乗ってくれないところもあるし、役場の
窓口に行くと保健師が聞くというような
形はどうか。

15 市町村がまず受けるケースも当然想定し
ている訳で、それを県の相談窓口も含め
て周知するということになると思うが、
市町村ごとに事情も色々あるので、市町
村と調整して、ホームページとか、色々
な媒体で確認できるよう、分かる形で示
すというやり方になるのではないか。
また、「センター」は一段上の役割にな
るだろうが、最初から「センター」に行
くケースもあるかもしれない。べースと
なる部分は、市町村なり、県なり、どの
相談窓口なのかをしっかり固めて周知す
ることになるのではないか。

16 障害者差別解消支援センターをワンス
トップで設けるのが一番だと思う。
そこが全部処理するという意味ではな
く、直ちに地域に動いてもらうというこ
とでよい。たらい回しじゃなくて、きち
んとつなぐということ。ワンストップと
は、そういう役割だと思うので、まず、
どこに相談していいか分かりやすいもの
を提示するという意味で有効だと思う。

「障害者権利擁護センター」を県のワン
ストップの相談窓口として、他の相談機
関と連携しながら、相談支援を行ってい
くこととする。
相談支援体制図については、意見を踏ま
えて修正するとともに、周知に当たって
は、市町村と調整の上、相談窓口の一覧
表を付けるなど、分かりやすく、相談し
やすいように配慮していく。

相談支援体制図
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17 市町村には基幹相談支援センターがある
ので、当然そこがワンストップの窓口で
もあり、なおかつ、県のレベルでもワン
ストップの総合相談窓口があるというイ
メージで捉えていた。

18 こんなに色々な相談機関があるというこ
とを知らない保護者の方がいる。色々な
「センター」の名前が出てくると混乱す
る。市町村に行けばいいんだとか、もっ
とシンプルな方がよいと感じている。親
として、たくさん窓口があるのはありが
たいが、少し難しいという感じ。

19 ここまでの情報（相談支援体制図）は、
当事者にはいらないのではないか。電話
番号とか連絡先だけ書いてあることでよ
いのではないか。

20 紛争解決のプロセスについては、大体ど
こでも図示しているのであった方がよい
と思う。

意見を踏まえ修正する。 相談支援体制図

※

※

条例の名称及び「障害」表記の考え方に係る意見については、会議の中で一定の結論が出されたため、タウン
ミーティングや関係者からの意見聴取に係る意見については、意見を踏まえて実施済みであるため、それそれ
ぞれ省略。

「事務局の考え方（対応）」欄の網掛け部分は、意見を踏まえて条文を修正する対応を行ったもの。
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